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償却資産（固定資産税） 
申告者の方へ 

－「機械及び装置」の 
　　　耐用年数が変更になりました－ 

償却資産（固定資産税） 
申告者の方へ 

償却資産（固定資産税） 
申告者の方へ 

　

平
成
二
十
年
度
税
制
改
正
で
、「
減
価
償

却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
」

が
改
正
さ
れ
、
「
機
械
及
び
装
置
（
種
類

２
）」
の
耐
用
年
数
が
変
更
に
な
り
ま
し

た
。
平
成
二
十
一
年
度
分
の
申
告
は
、
該

当
す
る
資
産
の
改
正
後
の
耐
用
年
数
に
修

正
し
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
時
の
留
意
点

○　

改
正
後
の
耐
用
年
数
は
、
過
去
に
申

告
い
た
だ
い
た
償
却
資
産
も
含
め
て
、

毎
年
一
月
一
日
に
所
有
す
る
す
べ
て
の

償
却
資
産
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

○　

償
却
資
産
の
評
価
は
、
平
成
二
十
年

度
の
評
価
額
を
基
礎
に
、
改
正
後
の
耐

用
年
数
に
応
じ
た
減
価
を
計
算
し
て
算

出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
資
産
の
取

得
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
再
計
算
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○　

申
告
は
町
か
ら
送
付
す
る
「
種
類
別

明
細
書
」
の
「
耐
用
年
数
」
欄
を
改
正

後
の
耐
用
年
数
に
修
正
し
て
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
計
算
上
の
必
要
か

ら
種
類
２
の
適
用
欄
に
は
、「
旧
耐
用
年

数
」
の
打
ち
出
し
を
行
い
ま
す
。

○　

平
成
二
十
年
中
に
新
た
に
取
得
し
た

資
産
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
耐
用
年

数
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

○　

全
資
産
申
告
（
企
業
電
算
申
告
）
を

行
っ
て
い
る
場
合
、
利
用
シ
ス
テ
ム
の

計
算
方
法
が
前
年
度
の
評
価
額
を
基
礎

に
計
算
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
確

認
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○　

耐
用
年
数
が
改
正
さ
れ
た
資
産
に
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

【
例
】

　

種
類
２　

機
械
及
び
装
置

・
厨
房
設
備　

九
年→

八
年

・
自
動
車
製
造
設
備　

十
年→

九
年

・
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
設
備　

七
年→

十
三
年

　

詳
細
は
送
付
す
る
申
告
書
に
同
封
す
る

改
正
表
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
固
定
資
産
税

係　
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①　国税庁ホームページから電子申告
　自宅から国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」を利用して、e-Tax に送
信することができます。
②　最高５,０００円の税額控除
　平成２０年分の所得税の確定申告を本人の電
子署名と電子証明書を付して、申告期限内に
e-Tax で行うと、所得税額から最高５,０００円の
控除を受けることができます。（平成１９年分
の確定申告で控除の適用を受けた方は受けら
れません）
③　添付書類の提出省略
　所得税の確定申告を e-Tax で行う場合、医
療費の領収書や源泉徴収票などは、その記載
内容を入力して送信することで提出と提示を
省略することができます。（確定申告期限から
３年間、書類の提出と提示を求められること
があります）
④　還付金がスピーディー
　e-Tax で申告した還付申告は早期処理をし
ます。（３週間程度に短縮）
※　詳細は国税庁 e-Tax ホームページ
（http://www.e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。

　

電
子
証
明
書
（
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ

ス
）
を
取
得
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
公
的

機
関
へ
の
電
子
申
請
が
で
き
ま
す
。

□
電
子
証
明
書
の
取
得
方
法　

　

住
民
福
祉
課
で
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

を
入
手
後
、
手
続
き
を
行
う
と
取
得
で
き

ま
す
。
電
子
証
明
書
は
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
ま
す
。

※　

ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
利
用
の
場
合
、
確
定
申

告
時
期
の
直
前
は
混
雑
し
ま
す
。
電
子

証
明
書
は
い
つ
で
も
取
得
で
き
ま
す
の

で
、
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

□
電
子
証
明
書
取
得
に
必
要
な
も
の

・　

本
人
確
認
の
で
き
る
も
の
（
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
な
ど
官
公
署
が
発
行
し
た
顔
写

真
付
き
証
明
書
）

・　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
を
取
得
し
て
い
な
い
方
は

認
印
）

□
発
行
手
数
料　

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
五
百
円
、
電
子

証
明
書
五
百
円

□
利
用
に
必
要
な
も
の　

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
可
能
な
パ
ソ

コ
ン
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ

□
関
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
【
電
子
証
明
書（
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ

ス
）】

http://w
w
w
.jpki.go.jp/

　
【
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
】

http://w
w
w
.jpki

‐ rw
.jp/

□
問
い
合
わ
せ
先　

住
民
福
祉
課
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